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１ 背景と趣旨 

 全国的に少子化の進行、子育て世帯の核家族化や共働き世帯の増加などにより子育て世代の環境

が大きく変化しており、子育てに不安を覚える家庭の増加、仕事と子育てを両立できる環境整備な

どの課題に対し、子育て支援の多様化したニーズへの対応が求められている。 

 こうした課題に対し、国では、平成 27年 4月から「子ども・子育て支援新制度」を施行し、幼児

期の教育、保育及び地域の子育て支援を総合的に推進している。また、平成 30 年 4 月に施行され

た保育所保育指針、幼稚園教育要領、幼保連携型認定こども園教育・保育要領を改訂し、幼稚園、保

育所、認定こども園が「幼児教育を行う施設として共有すべき事項」として「育みたい資質・能力」

と「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」が新たに共通化された。  

 また、国では令和 5年 12月に「幼児期までの子どもの育ちに係る基本的なビジョン」を策定し、

その中で、こどもの幼児期までこそが、生涯にわたるウェルビーイング（身体的、精神的、社会的に

幸せな状態）の向上にとって重要な時期と位置付けており、幼児期の教育、保育施設は、子どもたち

が初めて集団生活を経験する場であり、生涯にわたる人格形成の基礎を培う重要な役割を果たして

いる。 

本町においても少子化の進行が著しく、就労形態の多様化等による保育需要の増加に加え、発達

障がい等の特別な支援を要する子どもへの対応など保育ニーズの多様化が進んでいる。 

 こうした社会環境の変化や就学前の教育、保育の重要性を考慮しながら、本町の公立幼児施設の

現状や課題、今後の保育ニーズに対応するため、公立幼児施設の基本的な考え方や役割を整理し、

中長期的視点に基づく適正な施設規模や配置、形態などを見直し、町全体の幼児教育、保育の望ま

しい姿を見据えた再編をしていく必要がある。 

本資料は、令和６年度に庁舎内に設置した公立幼児施設等の在り方検討委員会で検討した「川西

町公立幼児施設等の在り方」をベースに、今年度、町内の民間教育、保育施設の事業者や子育て支援

に関係する経験者（子ども・子育て会議委員）と公立幼児施設の現状や課題、そして在り方の方向性

について共有し、意見交換を行いながら整理したもので、「第 3期川西町子ども・子育て支援事業計

画」に掲げる教育・保育の提供を一体的に推進するため、公立幼稚園及び保育所の今後の在り方に

ついて本町の考え方を掲げるものである。 
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２ 本町の現状と課題 

（１）出生数、児童数等の現状について 

 表 1 の本町の出生数推移では、平成 26 年度から平成 29 年度までは 90 人から 100 人の間で推

移していたが、平成 30 年以降 90 人を下回り、令和 5年度には、過去最少の 45 人と平成 29 年度

以前の人数の約半数までに減少している。 

 また、表２の就学前児童数の推移でも、0 歳児で、平成 31 年の 77 人から令和７年には 37 人と

約半数までに減少していることから今後も減少傾向が進むと考えられる。 

表 1 出生数の推移 

 

住民課「住民基本台帳人口増減調書」 

表２ 就学前児童数の推移（各年4月 1日現在）  

 

教育文化課「小学校就学予定者調べ」 

平成30年度 平成31年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

出生数 70 82 57 71 61 45 37
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次に、本町における乳幼児施設利用の推移は、表３の全体の乳幼児数（０～５歳）は年々減少し

ているものの、年齢毎の比較では年齢が高くなるにつれて入所率は高くなっている。 

また、表３の平成３１年度と令和７年度を比較すると、施設への入所率は、78.9％から 86.7％

と上昇している。特に令和７年度の 0歳児から2歳児にかけての入所率は平成 31年度より増加し

ている。 

表３ 年齢別幼児施設入所者数（平成 31年度、令和７年度比較） 

 

※入所率は基準日の違いにより 100％以上の場合もある。 

 表4の町内の乳幼児施設別入所者数の推移では、町立施設と民間施設の計で、令和 3年までは190

人前後で差はなかったが、令和 4年以降民間施設より町立施設の入所者数が大きく減少している。 

これは、民間施設が比較的新しい施設であることや、病児保育や延長保育など保護者の保育ニー

ズに柔軟に対応しているなどの理由があると思われる。 

表４ 町内の乳幼児施設別入所者数の推移              各年 4月 1日現在（人） 

 

※町内在住者のみ ※玉庭へき地保育所は、令和 2年 4月から休園、令和 6年 3月末廃止 

就学前児童数 入所者数 入所率(%) 就学前児童数 入所者数 入所率(%)

５歳児 91 92 101.1% 83 81 97.6%

４歳児 92 90 97.8% 63 63 100.0%

３歳児 86 94 109.3% 82 80 97.6%

２歳児 98 61 62.2% 62 51 82.3%

１歳児 86 59 68.6% 48 41 85.4%

０歳児 77 22 28.6% 37 9 24.3%

合計 530 418 78.9% 375 325 86.7%

区分
平成３１年度 令和７年度

H31 R2 R3 R4 R5 R6 R7

小松保育所 100 98 86 71 72 71 68

北斗幼稚園 41 40 37 32 34 28 28

美郷幼稚園 52 57 58 56 42 30 27

玉庭へき地保育所 6 - - - - - -

町立施設　計 199 195 181 159 148 129 123

小松幼稚園 104 103 104 106 99 95 100

美女木げんき保育園 32 33 29 28 24 27 22

あおぞら保育園 29 35 30 37 31 38 30

パステルファミリー 17 19 19 19 16 17 14

事業所内保育所 4 1 4 1 6 4 3

民間保育園　計 186 191 186 191 176 181 169

町外施設 33 41 37 44 42 39 33

合計 418 427 404 394 366 349 325
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表 5の年齢別幼児施設入所状況では、町立幼稚園 2園の入園者数と利用定員数が大きく乖離して

いる状況であり、必要に応じた利用定員数の見直しが必要となっている。 

 

表 5 年齢別幼児施設入所状況（令和 7年 4月 1日現在） 

 

【課題】 

 〇少子化で乳幼児数は減少しているものの、0 歳児から 2 歳児までの入所率が伸びていることか

ら子育て世帯の共働き世帯や核家族の増加等の家庭環境の変化により、保育サービスの提供は必

要とされている。 

 〇公立の幼児施設の入園者数と利用定員数が大きく乖離しており、教育を行う上で適正な集団規

模を確保することが難しい状況にある。 

 〇少人数での幼児教育や保育は細やかな保育ができるが、人間関係や遊びの経験が固定化しやす

く、多くの人と関わる経験が少なくなる。 

  

  

小松保育
所

北斗幼稚
園

美郷幼稚
園

小松幼稚
園

美女木げ
んき保育
園

あおぞら
保育園

パステル
フ ァ ミ
リー

定員 110 90 100 100 30 40 19 55

5歳児 22 14 7 34 1 4 82

4歳児 15 7 6 29 9 66

3歳児 15 8 14 38 6 81

2歳児 10 2 12 15 6 2 7 54

1歳児 7 10 12 8 7 44

0歳児 4 3 2 9

合計 69 29 27 103 26 30 16 3 33 336

定員充足率 62.7% 32.2% 27.0% 103.0% 86.7% 75.0% 84.2% ー ー ー

施設名
町外施設

事業所内
保育所
(2施設） 計

町立 民間
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（２）特別な支援や配慮を必要とする子どもの現状について 

 障害のある子どもや発達に専門的な支援が必要な子どもなど、特別な支援や配慮を必要とする子

どもが増加しており、子ども一人ひとりに寄り添った教育や保育をしていくため加配対応の職員が

必要となっている。 

 

表６ 公立幼児施設の支援が必要な子どもの推移             （令和７年 9月現在） 

 

 

 

参考） 障がい児福祉通所サービス利用の状況   

 

福祉介護課及び健康子育て課資料より 

【課題】 

〇入所者数は減少しているが、特別な支援を要する子どもはさほど変わらないことから、加配対応

職員の割合は増えている状況である。（表６） 

〇公立幼児施設は、障がいのある子どもなど特別な配慮を要する子どもを積極的に受入れ、保育を

提供してきた。今後、町内で公民を問わず、広く実施していくためには、公立幼児施設で蓄積された

ノウハウを町全体の幼児施設で共有し、どの施設でも同じ受入れが可能な環境にしていく必要があ

る。 

また、子どもの安全面での対応や一人ひとりに寄り添う教育、保育を行うため加配職員の確保は

必要で、公民全体での保育人材を確保する仕組みを検討することも必要となっている。 

〇障がい児の健やかな育成のための発達支援として、障がいの疑いがある段階から子ども及びその

家族に対し、地域の保健、医療、障害福祉、保育、教育等の関係機関が連携を図り、切れ目のない障

害児通所や相談の支援を提供できるような体制の構築も必要である。 

  

計 年長 年中 年少

148 17 9 5 3

131 16 5 7 4

125 16 7 4 5令和７年度

区分 入所者数
支援の必要な園児数

令和５年度

令和６年度

区分 人数 全体の割合 人数 全体の割合 人数 全体の割合

町内利用者 31 30 29

2.7%（13/477） 　3.2%(14/432) 　2.3%(9/387)

5.1%（13/252）3～5歳児 　6.1%(14/229)3～5歳児 　3.9%(9/233)3～5歳児

保育所等利用 計 10 12 7

公立幼児施設 8 年長４、年中２、年少２ 8 年長4、年中2、年少2 5 年長2、年中3

民間幼児施設 2 年長１、年中１ 3 年長1、年中２ 2 年長２

町外施設 1 年長1

その他在宅等 3 ４歳児１、３歳児１、２歳児１ 2 ５歳児１、４歳児１ 2 ５歳児１、１歳児１

令和5年 令和6年 令和7年

うち就学前児童
13 14 9
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（３）町立幼児施設等の現状について 

 表７ 

施設名 構造 
建物面積

(㎡) 

敷地面積

(㎡) 
建築年度 備考 

小松保育所 鉄筋コンクリ

ート造 

956.81 4,461 S54 

(築 46 年) 

H11(増築) 

S54.4 月保育開始（定員 130名） 

H13.8 月園舎南側に新園庭完成 

美郷幼稚園 鉄筋コンクリ

ート造 

800.49 4,391 S58  

(築 42 年) 

S38 中郡保育園開設、S48 中郡幼稚

園と改称 

H24 中郡・吉島幼、東沢へき地保の

3施設統合し、美郷幼稚園と改称 

北斗幼稚園 木造 877.81 9,792 H11 

(築 26 年） 

 

子育て支援セ

ンター 

木造 799.53 5,948 S61 

(築 39 年） 

H12.4 月小松保育所内に設置 

H17.7 月教育文化課内に移転 

H24.4 月幼稚園統合により、旧吉島

幼稚園に事務所移転 

※北側園舎3部屋を吉島地区児童ク

ラブで使用 

 

参考）施設維持管理経費 （修繕含むが、人件費、幼児等に係る経費は含まない）  (単位：円) 

年度 小松保育所 北斗幼稚園 美郷幼稚園 子育て支援 C 計 

R４ 6,479,908 5,645,316 4,062,442 3,594,645 19,782,311 

R５ 9,016,087 3,594,530 3,106,509 14,293,530 30,010,656 

R6 9,212,998 9,344,034 3,504,329 22,061,361 

※令和 5年度 子育て支援センターでは屋根塗装と軒天井補修工事を実施したため事業費が増額している。 

【課題】 

〇幼児施設園舎 4 施設の築年数は、北斗幼稚園で築２６年、他の３園舎については３９年から４６

年と、老朽化が進行している。財務省の「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」によると幼稚

園、保育所（学校）の鉄筋コンクリート造建物で 47年、木造建物で 22年となっており、木造の２

施設については省令による耐用年数は超えており、小松保育所についても、あと１年で耐用年数を

迎えることとなる。 

〇現在の園舎を維持するために、毎年修繕、整備を行っているが、公立の幼児教育、保育施設の整備

費用は、国や県の補助制度の対象外となっており、町の負担で改修や修繕を行うことになるため喫

緊の課題である。 

〇将来的な維持管理経費削減と運営経費の削減の効率化を踏まえての検討が必要である。  
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（４）公立幼児施設の児童数と職員配置状況について 

表８ 入所児童数（R7.12.1 現在）                      （単位：人） 

 

 

表９ 職員配置の状況（R7.12.1 現在）                    （単位：人） 

 

※北斗幼稚園、美郷幼稚園の園長は、会計年度職員 

 

【課題】 

〇表９職員配置の状況から、正規保育士より非正規保育士や保育補助員等の雇用人数が多く、毎年

職員の確保に苦慮している状況である。 

 

  

利用定員 0歳児 1歳児 2歳児 3歳児 4歳児 5歳児 計

小松保育所 110 0 8 10 13 15 21 67

うち町外 1 1

北斗幼稚園 100 8 7 14 29

うち町外 1 1

美郷幼稚園 90 13 6 8 27

計 0 8 10 34 28 43 123

園長・所長 正規保育士 非正規保育士

保育補助員

（早出居残･

代替保育）

常勤

保育代替・

バス添乗

（非常勤）

正規調理員
非正規調理員

(兼代替保育)
計

小松保育所 1 4 9 4 6 2 3 29

北斗幼稚園 1 4 1 1 4 11

美郷幼稚園 1 4 2 2 3 12

子育て支援C 1 2 3 6

計 3 13 14 10 13 2 3 58
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３ 町内幼児施設の推計 

（１）乳児（0～2歳児）の場合 

区分 R７ R８ R９ R10 R11 

２歳児(90%) 62→51 48→43 37→33 40→36 40→36 

１歳児(85%) 48→48 37→31 40→34 40→34 40→34 

０歳児(65%) 37→28 40→26 40→26 40→26 40→26 

入所見込み計 127 人 100 人 93 人 96 人 96 人 

町外施設入所者数 16 人 10 人 10 人 10 人 10 人 

町内施設入所者数 105 人 90 人 83 人 86 人 89 人 

※表内左側の数値・・・就学前児童数、右側の数値・・・入所者数の推計 

R7 の左側の数値は表３「年齢別幼児施設入所者数」の就学前児童数実績値 

R7 の右側の数値は令和7年 12月 1日現在の入所者実績値 

【推計方法】 

令和８年度以降の出生数は 40名、町外施設入所者数は 10名と仮定する。 

令和８年度以降の入所率は、表３の年齢別幼児施設入所者数のうち令和 6 年度末の就学前児童数に

対するそれぞれの入所率（2歳児:約 90％、1歳児:約 85％、0歳児：約65％）で推計。 

●推計によると、民間施設３園（げんき保育園、あおぞら保育園、パステルファミリー）の定員合計

数 89人に対し、令和９年度から町内施設入所者が定員数を下回ることが想定される。 

●現在の入園の傾向として、民間施設への入園希望が多いため、民間の定員で充足することになる。

ただし、小松保育所に兄弟姉妹が入所している場合は、次の子どもも小松保育所を希望するため、

入所者の半数は兄弟姉妹である。 

このことから、民間移行を想定する場合は、受け手となるために施設拡充の必要はない。 

 

（２）幼児（３～5歳児）の場合 

 

  

区分 R7 R8 R9 R10 R11

５歳児 81 63 80 62 48

４歳児 63 80 62 48 37

３歳児 80 62 48 37 40

入所見込み計① 224 205 190 147 125

①－民間定員

（90人）
134 115 100 57 35
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【推計方法】 

３歳児～５歳児は入所率を１００％として推計する。町外施設への利用はないものとして推計する。 

R7 の数値は、表３の年齢別幼児施設入所者数の実績値とする。 

入所見込み推計①から民間定員９０人（小松幼稚園）を減じ、公立幼稚園、保育所で受ける人数を

推計する。 

令和１１年度の推計では３５人となり、公立幼稚園、保育所のどちらの定員も大きく下回ると推

計される。 

 

４ 公立幼稚園及び保育所の今後の在り方 

 

（１）本町の幼児教育・保育施設の役割 

 本町の公立幼稚園及び保育所では、令和 5 年に閣議決定された「こども大綱」が目指す「こども

まんなか社会」の実現に向け、子どもにとって最善の利益を第一に考えることを基本としている。 

 「第3期川西町子ども・子育て支援事業計画」では、「すべての子どもたちの笑顔があふれる ま

ちづくり」を基本理念とし、子どもたちが、健やかに生まれ、豊かな環境の中で心身ともに健やかに

成長し、町を愛し、誇りを持って住み続けることができるよう、社会全体で子育てを支援する体制

の構築を目指しながら子育て支援の施策に取り組んでいる。 

また、幼稚園と保育所では、根拠となる法律や受け入れ対象年齢、職員の資格などの制度に違い

があるものの、生涯にわたる人格形成の基礎を培う重要な役割を果たしている場所として、「生きる

力の基礎を培う幼児教育の充実」を目指している。これまでも本町では、幼稚園と保育所が連携し

ながらの幼児教育・保育の充実、幼小連携、特別支援教育、そして様々な子育て支援を取り組んでお

り、これからも地域社会においてより良い幼児教育、保育を充実させるため以下に示す役割を担う

ものと考える。 

①インクルーシブな幼児教育・保育の推進 

   障がいのあるなしに関わらず、すべての子どもがともに学び成長することができるインクル

ーシブな幼児教育、保育の場が求められている。 

公立の幼稚園や保育所でもすべての子どもの人権や多様性に配慮した教育・保育環境を充実

するため、保育士のスキルの向上や受け入れ体制の拡充などの適切な配慮のもと就学前教育・保

育を受けられる環境を推進する。 

特別な支援や配慮を要する子どもの割合が増えており、民間の幼児施設での対応が難しい場

合の受け皿としての機能や、支援が求められている。 
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②幼保小連携の更なる推進 

 就学前の 5歳児は、「遊びを通した学び」から「教科学習中心の学び」への移行を円滑にする

ため、文部科学省が示す「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」１０項目を、幼稚園、認定こ

ども園、保育所共通で定めて小学校へスムーズにつなげられるよう基礎を育成している。 

家庭や地域との連携の下、小学校への架け橋を意識した幼保小の連携体制の構築や、交流事業

の実施を継続し、成長段階に応じた幼児教育を充実しながら小学校へ円滑な接続を図っている。   

  ③地域の子育て支援充実の取組 

   子育てに困難を抱える家庭の育児相談や子育て中の親子の交流促進の場を、幼稚園、保育所、

子育て支援センターなどに置くことで就園、未就園すべての子育て世帯の子育て支援の充実を

図る。また、福祉的な配慮が必要な家庭は、こども家庭センターと連携し積極的に支援する。 

   併せて多様化する保育ニーズに応じ、「一時保育」、「延長保育」そして令和8年度からスター

トする乳児等通園支援事業（こども誰でも通園制度）等の保育サービスを提供する。 

  ④幼児教育、保育等の質の向上と人材確保 

   就学前の幼児教育や保育において、子どもの心身の健やかな成長に資する環境は、幼稚園教

諭や保育士の役割が重要であるため、園内外での研究や各種研修を継続的に行い、自己研鑽に

努めながら保育技術の向上を図る。   

⑤地域における幼児教育、保育の「セーフティネット」としての役割 

   今後は少子化の進行により就学前児童数の減少が見込まれ、施設の定員割れによる民間施設

の運営悪化も懸念される。公立の幼児施設は、民間への影響を最小限に抑え、状況の変化に合わ

せて、持続可能な保育行政を推進できるよう就学前児童数の増減に合わせた定員の調整機能と

しての役割を持たなければならない。 

   上記の役割について、「すべての子どもたちの笑顔があふれる まちづくり」の実現のため、

これまで以上に町行政と民間、公立を問わず川西町内のすべての幼児教育、保育施設が協力し

合い、一体となって幼児教育、保育施策に取り組んで行けるような体制を整備していく。 

 

５ 今後の公立幼児教育、保育施設の方向性について 

  ここまで示した内容を踏まえて、公立幼児施設の今後の方向性を、次のとおりとする。 

 （１）公立施設の統廃合と民間活力の導入 

    ここ数年間の就学前児童数の減少に伴い、公立幼児施設の園児数の減少が続いている状況

にあり、近い将来、保育需要の減少も想定され、町内の保育需要に合った利用定員の縮小や施

設の統合などの調整の必要性が生じることが想定される。 

併せて、これまで公立の幼稚園、保育所が小学校と連携して行ってきた成長段階に応じた幼
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児教育の充実は責任をもって推進していく必要がある。 

また、公立幼児施設の老朽化等による今後の町の財政負担を考慮すると、これまで以上の保

育や子育て支援サービスを継続していくには、公立幼児施設の規模を縮小し、民間施設の受け

入れ拡大の検討が必要になることも見込まれる。 

    このような現状や町行政の役割を考慮すると、 

①令和 9年度末に公立幼稚園２園（北斗幼稚園、美郷幼稚園）を集約し、令和 10年度から一

つの幼稚園（現北斗幼稚園）とし、子育て支援拠点施設の機能を持たせる。 

②美郷幼稚園と小松保育所の施設は、閉所とする。 

③既存の民間の保育所の受け入れ年齢を拡大することで民間活力の導入を検討する。 

④町内の全ての子どもが同じ環境のもと保育が受けられるよう民間施設をサポートする準備

期間を 3年間設け、統合する公立幼稚園は、準備期間終了後、閉園とする。 

 

施設名 地区 種類 閉園 統合 

小松保育所 小松 保育所 R10.3 月閉園  

美郷幼稚園 中郡 幼稚園 R10.3 月閉園 R10.4 月統合 

R13.3 月閉園予定 北斗幼稚園 大塚 幼稚園  

 

（２）地域の子育て支援の拠点機能の拡充 

    子育て支援拠点施設では、未就園児の家庭なども含めたすべての子育て世帯への支援を行

う地域子育て支援の拠点の役割を担う機能（子育て支援センター）の拡充、障がいや発達上の

課題、個性などの様々な子どもの状況に応じ適切に配慮できる「インクルーシブ教育・保育」

を推進できる体制とする。 

（３）幼児教育、保育の質の向上 

    幼児教育、保育において、幼稚園教諭や保育士の役割が極めて重要である。これまで本町

でも幼児教育、保育施設では、園内、園外で研修や人材育成等に力を入れ、質の向上を図って

きている。 

    幼児教育、保育の質の向上のためには、公立、民間を問わず研修を通して交流し、専門的な

知見や豊富な実践経験を助言、共有できる体制とし人材育成を充実する。 

（４）民間幼児教育、保育施設等へのサポート 

    公立幼保施設や町行政で蓄積した情報やノウハウ等を町内の民間施設へ提供、助言するこ

とで、公と民を隔てることなく、町内の子どもたちが同じ環境のもと幼児教育、保育を受ける

ことができる町全体での子育て環境の向上を推進する。 
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（５）保育に係る需要と供給のバランスを調整 

    町全体の保育需要、入所状況、施設の配置状況、国県の制度の動向等を注視しながら、各施

設の定員の調整機能を担う。 

 

 

なお、社会情勢の変化や保育需要の状況等により、上記の在り方の方向性に大きく影響を及

ぼすような変化が生じた場合は、必要に応じ柔軟に在り方の見直しを行うこととする。 

 


